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(57)【要約】
【課題】
【解決手段】　内視鏡シャフト器具、好ましくは手術ロ
ボットとの関連で用いられることが想定される器具のた
めの駆動装置は、近位シャフト端に器具ハウジング（１
２）を備える。器具ハウジング（１２）内には少なくと
も１つのハウジング軸（２２）が収容されている。ハウ
ジング軸は、遠位シャフト端の器具ヘッドの制御のため
に設けられた引張り手段と駆動結合されている。駆動装
置はさらに、少なくとも１つの駆動軸を有する駆動ユニ
ットを備える。ハウジング軸（２２）はこの駆動軸と駆
動結合可能である。少なくとも１つのハウジング軸（２
２）は、このハウジング軸と駆動結合可能な駆動軸（３
０）に対して斜めに配置されている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近位シャフト端の器具ハウジング（１２）と、
　前記器具ハウジング（１２）内に回転可能に収容され、遠位シャフト端の器具ヘッド（
６）の制御のために設けられた引張り手段と繰り返し解除可能に駆動結合されている、少
なくとも１つのハウジング軸（２２）と、
　前記ハウジング軸（２２）と駆動結合可能な少なくとも１つの駆動軸（３０）を備えた
駆動ユニット（３２）と、
を備え、
　前記少なくとも１つのハウジング軸（２２）は、前記少なくとも１つのハウジング軸と
駆動結合可能な前記駆動軸（３０）に対して、斜めに配置されていることを特徴とする、
内視鏡シャフト器具用駆動装置。
【請求項２】
　前記駆動ユニット（３２）は、少なくとも２つの互いに対してある角度で整列された駆
動軸（３０）によって同数の前記ハウジング軸（２２）と駆動結合可能であることを特徴
とする、請求項１に記載の駆動装置。
【請求項３】
　前記駆動ユニット（３２）は少なくとも２つの互いに平行に配置された駆動軸（３０）
によって同数のハウジング軸（２２）と駆動結合可能であり、前記駆動軸（３０）及び前
記ハウジング軸（２２）の各々の軸は、それぞれ対になった割り当てが斜めに配置されて
いることを特徴とする、請求項１に記載の駆動装置。
【請求項４】
　４つのハウジング軸（２２）が、器具シャフト（４）の長手軸（Ｘ）の方向で対になっ
て、前記器具シャフト（４）の２つの互いに反対の側に順次配置されていることを特徴と
する、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の駆動装置。
【請求項５】
　前記器具ハウジング（１２）は、器具シャフト（４）の長手方向の伸長に対して垂直な
平面内で先端に向かって先細になることを特徴とする、請求項１乃至４のいずれか１項に
記載の駆動装置。
【請求項６】
　前記ハウジング軸（２２）は、前記器具ハウジング（１２）内で、器具シャフト（４）
から遠ざかる方向に斜めに設置されていることを特徴とする、請求項１乃至５のいずれか
１項に記載の駆動装置。
【請求項７】
　前記ハウジング軸（２２）は、前記器具ハウジング（１２）内で、器具シャフト（４）
の長手方向の伸長に平行に配置された、前記駆動軸（３０）が位置している平面内に、傾
斜して配置されていることを特徴とする、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の駆動装
置。
【請求項８】
　前記ハウジング軸（２２）はそれぞれ少なくとも１つのカルダン継手（４４，４４’）
を介して前記駆動軸（３０）と運動連結されていることを特徴とする、請求項１乃至７の
いずれか１項に記載の駆動装置。
【請求項９】
　前記カルダン継手（４４，４４’）は、前記ハウジング軸（２２）と結合された第１の
部分と、前記駆動軸（３０）と結合された第２の部分とを備えており、前記カルダン継手
（４４，４４’）の前記第１の部分及び前記第２の部分は、差し込み接続によって互いに
結合可能であることを特徴とする、請求項８に記載の駆動装置。
【請求項１０】
　前記駆動ユニット（３２）は実質的に閉鎖状態の駆動ハウジング（３４）を備え、前記
駆動ハウジングは差し込み接続によって前記器具ハウジング（１２）と結合可能であるこ
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とを特徴とする、請求項１乃至９のいずれか１項に記載の駆動装置。
【請求項１１】
　前記器具ハウジング（１２）内にばね要素が設けられており、前記器具ハウジング（１
２）が前記駆動ハウジング（３４）から分離された場合に、前記器具ハウジング内に収容
された前記ハウジング軸（２２）は、規定された回転位置で前記ばね要素と固定可能であ
ることを特徴とする、請求項１０に記載の駆動装置。
【請求項１２】
　前記器具ハウジング（１２）内では、前記器具ハウジング内に配置された前記ハウジン
グ軸（２２）の各々に板ばね要素（６８）が割り当てられており、前記板ばね要素はそれ
ぞれ、ロック位置において、各ハウジング軸（２２）に配置された前記カルダン継手（４
４，４４’）の第１の部分の外側の領域に形成された凹部（７２）に係合することを特徴
とする、請求項１１に記載の駆動装置。
【請求項１３】
　前記駆動ハウジング（３４）には前記器具ハウジング（１２）と前記駆動ハウジング（
３４）との接合方向に突き出た突出部が形成されており、前記突出部は、前記器具ハウジ
ング（１２）と前記駆動ハウジング（３４）との接合にあたって、前記器具ハウジング（
１２）内に設けられた前記板ばね要素（６８）をロック解除位置に移動させることを特徴
とする、請求項１２に記載の駆動装置。
【請求項１４】
　前記ハウジング軸（２２）は前記器具ハウジング（１２）内において軸方向でばね要素
の上に載置されており、前記器具ハウジング（１２）と前記駆動ハウジング（３４）との
接合方向とは逆のばね力に対抗して軸方向に変位可能であることを特徴とする、請求項１
０に記載の駆動装置。
【請求項１５】
　前記駆動軸（３０）は前記駆動ハウジング（３４）内において軸方向でばね要素の上に
載置されており、前記器具ハウジング（１２）と前記駆動ハウジング（３４）との接合方
向とは逆のばね力に対抗して軸方向に変位可能であることを特徴とする、請求項１０に記
載の駆動装置。
【請求項１６】
　前記器具ハウジング（１２）と前記駆動ハウジング（３４）との前記接合面に、前記駆
動ハウジング（３４）の前記器具ハウジング（１２）との位置固定のためのガイド手段が
設けられていることを特徴とする、請求項１０乃至１５のいずれか１項に記載の駆動装置
。
【請求項１７】
　前記駆動ハウジング（３４）には前記器具ハウジング（１２）と前記駆動ハウジング（
３４）との接合方向で前記器具ハウジング（１２）を通って延びる挿着孔が形成されてお
り、前記駆動ハウジング（３４）には前記器具ハウジング（１２）との接合面から出発し
て対応する挿着孔（９２）が形成されており、前記駆動ハウジング（３４）及び前記器具
ハウジング（１２）に形成された前記挿着孔は閉鎖ピン（９０）の受け入れのために設け
られていることを特徴とする、請求項１０乃至１６のいずれか１項に記載の駆動装置。
【請求項１８】
　前記器具ハウジング（１２）には、前記器具ハウジング内で前記器具ハウジング（１２
）と前記駆動ハウジング（３０）との接合方向に延びる前記挿着孔（９２）と交差する第
２の挿着孔（９４）が形成されており、前記第２の挿着孔には、ロック位置において前記
閉鎖ピン（９０）に形成された凹部に係合するロックピン（９６）が変位可能に挿通され
ていることを特徴とする、請求項１７に記載の駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の上位概念に記載された特徴を備えた内視鏡シャフト器具用駆動装
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置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　かねてから、最小侵襲性外科の分野において、手術ロボットが用いられている。この手
術ロボットは、少なくとも１本、しかし通常は複数のロボットアームを装備しており、そ
のロボットアームの遠位端にはそれぞれ、執刀医によって操作卓から制御される、内視鏡
シャフト器具が配置されている。内視鏡シャフト器具とは、以下においては、観察、操作
、又はそのような機能の組み合わせのために適用されるべく生物の体に密着して又は生物
の体内で用いられるような医療用器具を意味する。そのような手術ロボットは、例えば米
国特許出願公開第２００９／０２３４３７１号から公知である。
【０００３】
　この手術ロボットにおいて用いられるシャフト器具は、各遠位シャフト端に、ツールを
配置された器具ヘッドを備える。シャフト器具と関連して、シャフトに対して湾曲可能な
器具ヘッドが用いられており、ここで、ツール、もしくは器具ヘッドに設けられツールを
有するツールホルダもまた、器具ヘッドに対して湾曲可能である。器具ヘッドの湾曲の制
御のため、及びツールの制御もしくは器具ヘッド及びツールの作動のためには、シャフト
を通って近位シャフト端に配置された器具ハウジングへと導かれる引張りケーブルが用い
られる。引張りケーブルはそこで作動ローラに固定されており、各作動ローラは作動モー
タによって制御回転可能である。作動ローラは、器具ハウジング内において、回転軸に対
して垂直な共通の平面内で隣接して配置されている。
【０００４】
　典型的には、器具ヘッドの運動自由度の数によって定められる器具ハウジング内に配置
される作動ローラの数は、器具ハウジングの大きさに著しい影響を与える。したがって、
器具ハウジング内に４つの作動ローラしか配置されていないシャフト器具であっても、そ
の器具ハウジングはそれだけですでに比較的大きなものとなる。器具ハウジングのこうし
た大きさは、例えばシャフト器具が手術部位へと同時に共通の体開口部を介して引き込ま
れる単孔手術の際のように、複数のこうしたシャフト器具が狭い空間に一緒に組み込まれ
なければならないときに、不都合であることが明らかである。また、大きな器具ハウジン
グは、こうした器具のシャフトを患者の体表面に対して可能な限り浅い角度で患者の体内
に導入することを要する場合に、妨げになることが明らかである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような背景に鑑みて、本発明の目的は、上述の種類の内視鏡シャフト器具用の駆動
装置であって、造形及び／又は大きさに関して改良された器具ハウジングを可能にすると
ともにシャフト器具の適用範囲を拡大するものを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的は、請求項１に記載の特徴を備えた駆動装置によって解決される。この駆動装
置の有利な発展形態は、従属請求項、以下の説明ならびに図面から明らかになる。ここで
、本発明によれば、従属請求項はそれぞれ単独でも相互の合理的な組み合わせにおいても
請求項１に記載の駆動装置をさらに発展させ得る。
【０００７】
　本発明による内視鏡シャフト器具用駆動装置は、好ましくは医療用手術ロボットとの関
連における使用が想定された医療用器具であって、近位シャフト端に器具ハウジングを備
える。器具ハウジング内には少なくとも１つ、好適には４つのハウジング軸が収容されて
いる。制御されるべき遠位器具ヘッドの運動自由度の数が必要とする限りにおいては、４
つよりも多くのハウジング軸が配置されてもよい。これらは、遠位シャフト端の器具ヘッ
ドの制御のために設けられている引張り手段と駆動結合されている。引張り手段としては
、好適には、器具シャフト内に通されているか又は器具ハウジング内で直接的に効果をあ
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げる引張りケーブルが役立つ。ハウジング軸とは、それ自体公知の器具ハウジング内に配
置された引張り手段のための作動ローラを担持する軸である。さらに、本発明による駆動
装置は、少なくとも１つ、好適には４つの互いに平行に位置合わせされた駆動軸を有する
駆動ユニットを備える。制御されるべき遠位器具ヘッドの運動自由度の数が必要とする限
りにおいては、４つよりも多くの駆動軸が配置されてもよい。これらの駆動軸の各々は、
それぞれハウジング軸のうち１つと駆動結合可能である。
【０００８】
　本発明の基本理念は、ハウジング軸を、ハウジング軸と駆動結合可能な駆動軸に対して
、斜めに配置することにある。ここで、ハウジング軸が駆動軸に対して斜めに配置される
方向は、さしあたっては基本的に任意である。好適には、すべてのハウジング軸を斜めに
設置することが想定される。こうしたハウジング軸の斜めの設置は、器具ハウジングの造
形に関して高い設計自由度を可能にするとともに、ハウジング軸の適切な整列による比較
的小型の器具ハウジングの創出を可能にする。さらに、器具ハウジング及び駆動ユニット
からなる装置全体が、ハウジング軸の適切な斜めの設置により、シャフト器具がこの器具
のシャフトが患者の体表面に対して可能な限り浅い角度で患者の体内に導入されなければ
ならない手術において用いられ得るように、設計され得る。
【０００９】
　４つのハウジング軸を備える好適な一実施形態においては、これらのハウジング軸は、
有利には器具シャフトの長手軸の方向で対になって、器具シャフトの２つの互いに反対の
側に順次配置されている。ここで、ハウジング軸は、好適には、駆動軸と駆動結合可能で
あるこれらのハウジング軸の端部が長方形の角の頂点となるように配置されており、シャ
フト器具のシャフトはこの長方形に平行な平面内に配置されている。
【００１０】
　特に有利なのは、器具ハウジングが器具シャフトの長手方向の伸長に対して垂直な平面
内で先端に向かって先細になる、器具ハウジングの造形である。ここで、器具シャフトは
、有利には器具ハウジングに形成された先端にごく近接して配置されている。この実施形
態は、複数のシャフト器具を非常に狭い空間で、例えば単孔手術の際に、同時に使用する
ことを可能にする。したがって、例えば器具ハウジングが１２０°の角度で尖っている場
合には、既に３つのシャフト器具が互いにごく近接して組み込まれ得る。角度を小さくす
ることによって、典型的には、場合によりさらに多くのシャフト器具を非常に狭い空間に
一緒に組み込むことが可能になる。
【００１１】
　特に、ハウジング内におけるハウジング軸及びこれと結合された作動ローラの省スペー
スでの配置に関しては、ハウジング軸が器具シャフトから遠ざかる方向に斜めに設置され
ている実施形態が有利である。これは、好適には意図されるように、ハウジング軸が器具
シャフトの長手軸の方向で対になって器具シャフトの２つの互いに反対の側に配置されて
おり、且つ駆動軸と駆動結合可能であるこれらのハウジング軸の端部が長方形の角の頂点
を構成し、シャフト器具のシャフトがこの長方形に平行な平面内に配置されている場合に
、特に有用である。この場合、ハウジング軸は、好ましくは器具シャフトの長手方向の伸
長に対して垂直な方向で、これらのハウジング軸の端部によって画定される区域の外部に
向かって斜めに延びるように、斜めに設置される。これによって、器具ハウジングが器具
シャフトの長手方向の伸長に垂直な平面内で先端に向かって先細になる実施形態が、特に
有利に実現され得る。さらにここでは、それ自体小型の実施形態にもかかわらず、十分な
自由空間が設けられ、その空間に有利には器具シャフトの長手方向の伸長に平行に整列さ
れたリニアガイドが配置されてもよく、そのリニアガイドのレールには遠位側でトロカー
ルがシャフト器具に連結されてもよい。
【００１２】
　前述の斜めの設置に代えて、ハウジング軸は、本発明による駆動装置のさらなる有利な
一実施形態によれば、それぞれ器具シャフトの長手方向に平行に整列された、駆動軸が位
置している平面内に、傾斜して配置されていてもよい。ハウジング軸のこうした斜めの設
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置は、例えば、器具のシャフトとロボットアームの中心軸とに囲まれた角度が９０°とは
異なるようにシャフト器具がロボットアームに配置される場合に、有益である。適切な角
度設計においては、この実施形態は、器具シャフトが患者の体表面に対して比較的浅い角
度で患者の体内に導入され得る、シャフト器具のロボットアームへの配置を可能にする。
【００１３】
　基本的には、ハウジング軸の駆動軸との駆動結合の種類は任意である。器具ハウジング
及び駆動ユニットからなる装置全体を特に小型にすることは、好適には意図されるように
、ハウジング軸がそれぞれ少なくとも１つのカルダン継手又は例えばポッド継手（Ｐｏｄ
ｅｇｅｌｅｎｋｅ）のような他の角補償継手を介して駆動軸と運動連結されている場合に
実現され得る。さらに、この種の継手の適用は、駆動軸からハウジング軸への運動伝達の
際の比較的高い効率と関連している。
【００１４】
　典型的には、ハウジング軸の駆動軸との駆動結合は、容易且つ迅速な方法で確立及び再
び分離され得ることが想定されている。以下においては、カルダン継手という表現は、角
補償継手軸を表すものとして用いられる。このような関係において、カルダン継手が、ハ
ウジング軸と結合された第１の部分と、駆動軸と結合された第２の部分とを備えていると
有利であることが明らかになっており、このカルダン継手の第１及び第２の部分は、差し
込み接続によって互いに結合可能である。カルダン継手の第１の部分と第２の部分との差
し込み接続を可能にするために、そうでなければ閉鎖状態で形成される器具ハウジングは
開口部を備えており、カルダン継手のハウジング軸と結合された部分には、この開口部を
介して外部から接近可能である。ここで、好ましくは、各ハウジング軸は、器具ハウジン
グに形成された開口部に割り当てられている。
【００１５】
　有利なことには、駆動ユニットもまた、実質的に閉鎖状態の駆動ハウジングを備える。
この駆動ハウジング内には、すべての駆動軸と、これらに割り当てられた駆動モータとが
配置されている。駆動ハウジングを小型に構成するために、駆動モータは、好適には互い
に平行に整列されている。各駆動軸は、好適にはそれぞれ付属する駆動モータと軸方向に
同列に整列されている。駆動ハウジングには有利なことには開口部が形成されており、カ
ルダン継手の駆動軸と結合された部分には、これらの開口部を介して接近可能である。好
適には、駆動ハウジングは、差し込み接続によって器具ハウジングと結合可能である。し
たがって、カルダン継手の各部分のための開口部も形成されている、器具ハウジングと駆
動ハウジングとの互いに接触する接合面には、器具ハウジングと駆動ハウジングとの接合
にあたって互いに係合し合う差し込み要素が設けられている。有利なことには、駆動ハウ
ジングは、駆動ハウジング側の接合面が器具ハウジングに形成された接合面と対応するよ
うに寸法決めされているので、両接合面は形状嵌めで結合する。
【００１６】
　器具ハウジングと駆動ハウジングとの接合の際に、器具ハウジング内に配置されたハウ
ジング軸と駆動ハウジング内に配置された駆動軸との駆動結合も行われることを保証する
ために、本発明のさらなる有利な発展形態によれば、器具ハウジング内にはばね要素が設
けられており、器具ハウジングが駆動ハウジングから分離された場合に、器具ハウジング
内に収容されたハウジング軸は、規定された回転位置でこれらのばね要素に固定可能であ
ることが想定されている。こうした措置の目的は、各カルダン継手のハウジング軸に配置
された部分を、その部分がカルダン継手の駆動軸に配置された部分と差し込みによって直
ちに結合可能となるように、位置決めすることである。ここで、典型的には、カルダン継
手の駆動軸と結合された部分が適切な位置にあることもまた、保証されるべきである。た
だし、カルダン継手のこれらの部分は、駆動モータの適切な制御によって、そのような箇
所に移動させることが可能である。
【００１７】
　器具ハウジングが駆動ハウジングから分離された際のハウジング軸の固定のために、器
具ハウジング内では、有利なことには、そこに配置されたハウジング軸の各々に板ばね要
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素が割り当てられており、この板ばね要素はそれぞれ、ロック位置において、各ハウジン
グ軸に配置されたカルダン継手の第１の部分の外側の領域に形成された凹部に係合する。
板ばね要素は、有利なことには、駆動ハウジングが器具ハウジングと結合されている場合
には、駆動ハウジングによって予負荷され、したがって係合しないように配置される。駆
動ハウジングを器具ハウジングから分離した後、ハウジング軸は、カルダン継手の部分に
形成された凹部の位置が割り当てられた板ばね要素の位置と一致するように、手動でねじ
られてもよく、それによって板ばね要素はばねが緩んだ状態で凹部に係合する。代替的に
は、駆動ハウジングを器具ハウジングから分離する前に、ハウジング軸と運動連結される
駆動モータの適切な制御によって、カルダン継手の部分に形成された凹部の位置が割り当
てられた板ばね要素の位置と一致する箇所にハウジング軸を移動させることも可能である
。
【００１８】
　ハウジング軸のカルダン継手の第１の部分に形成された凹部への板ばね要素の係合によ
って引き起こされるハウジング軸のロックを解除するために、駆動ハウジングには、有利
なことには、器具ハウジングと駆動ハウジングとの接合方向に突き出た突出部が形成され
ており、これらの突出部が、器具ハウジングと駆動ハウジングとの接合にあたって、器具
ハウジング内に設けられた板ばね要素をロック解除位置に押し込む。これに応じて、器具
ハウジングと駆動ハウジングとの接合のみにより、ハウジング軸のロック解除が行われる
。
【００１９】
　ハウジング軸に配置されたカルダン継手の第１の部分を駆動軸に配置されたカルダン継
手の第２の部分と接合され得る箇所に位置させることは、ハウジング軸の固定により保証
するという可能性のほかに、駆動軸が駆動ハウジング内において軸方向でばね要素の上に
載置されており器具ハウジングと駆動ハウジングとの接合方向のばね力に対抗して軸方向
に変位可能であることによっても同様に有利に保証され得る。代替的には、この弾性の配
置は逆にされてもよく、したがってハウジング軸が器具ハウジング内において軸方向でば
ね要素の上に載置されており器具ハウジングと駆動ハウジングとの接合方向のばね力に対
抗して軸方向に変位可能であってもよい。これらの両実施形態において、器具ハウジング
と駆動ハウジングとが接合されると、駆動軸に配置されたカルダン継手の第２の部分がハ
ウジング軸に配置されたカルダン継手の第１の部分と接触するが、カルダン継手の第１の
部分と第２の部分とが差し込み接続を構成することなしに、駆動軸がハウジング軸に配置
されたカルダン継手の第２の部分から器具ハウジングと駆動ハウジングとの接合方向に押
しやられ、あるいはハウジング軸が駆動軸に配置されたカルダン継手の第２の部分から器
具と駆動ユニットとの接合方向に押しやられる。これによって、駆動軸又は代替的にはハ
ウジング軸が上に載置されたばね要素は、予負荷される。駆動軸と運動連結された駆動モ
ータの始動により、駆動軸はハウジング軸に対して、駆動軸に配置されたカルダン継手の
第２の部分が、ハウジング軸に配置されたカルダン軸の部分がばね要素の弛緩に起因する
駆動軸又はハウジング軸の戻り運動によって駆動軸に配置されたカルダン継手の第２の部
分に係合可能な箇所に位置するまで、ねじられる。
【００２０】
　有利なことには、器具ハウジング及び駆動ハウジングは、規定された位置においてのみ
互いに接合され得ることを保証される。好適にはこのために、器具ハウジングと駆動ハウ
ジングとの接合面に、駆動ハウジングの器具ハウジングとの位置固定のためのガイド手段
が設けられている。構造上は、単に、器具ハウジング及び駆動ハウジングのうち一方に、
他方のハウジングに形成された凹部に係合する、接合方向に突き出した少なくとも２つの
突出部が形成されていてもよい。ハウジング軸が板ばね要素によって固定可能であり、ハ
ウジング軸の固定の解除のために駆動ハウジングに器具ハウジングと駆動ハウジングとの
接合方向に突き出した突出部が形成されている一実施形態においては、この突出部もまた
、ガイド手段としての役割を有利に果たし得る。
【００２１】



(8) JP 2017-506917 A 2017.3.16

10

20

30

40

50

　駆動ハウジングと器具ハウジングとの繰り返し解除可能で位置安定的な結合は、本発明
による駆動装置の場合、好ましくは、器具ハウジングに器具ハウジングと駆動ハウジング
との接合方向で器具ハウジングを通って延びる挿着孔が形成され、駆動ハウジングに器具
ハウジングとの接合面から出発して対応する挿着孔が形成されることによって実現される
ものであり、駆動ハウジング及び器具ハウジングに形成されたこれらの挿着孔は、閉鎖ピ
ンの受け入れのために設けられている。ここで、閉鎖ピンは、駆動ハウジングに形成され
た挿着孔に係合する箇所で駆動ハウジングに固定され、器具ハウジングと一体の部分を構
成してもよい。
【００２２】
　駆動ハウジングには、有利なことには、器具ハウジングと駆動ハウジングとの接合方向
に延びる挿着孔と交差する第２の挿着孔が形成されており、その第２の装着孔には、ロッ
ク位置において閉鎖ピンに形成された凹部に係合するロックピンが変位可能に挿通される
。これによって器具ハウジングと駆動ハウジングとは互いにしっかりと結合されるが、ロ
ックピンの一端部に形成された、駆動ハウジングの外側に突き出しておりそのため容易に
接近可能な作動ヘッドが、器具ハウジングと駆動ハウジングとの結合の簡単な解除を可能
にする。
【００２３】
　以下においては本発明が、図面中に図示された実施例に基づいて、詳細に説明される。
図面はそれぞれ、概略的に単純化されるとともに異なる縮尺で示されている。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】駆動ハウジング及び駆動モータが結合された状態の内視鏡シャフト器具の近位端
部分の斜視図であって、器具のハウジング部がないものである。
【図２】図１による内視鏡器具の近位端部分の斜視背面図であって、駆動ユニットと器具
との間のロック機構を何ら図示しないものである。
【図３】図１による内視鏡シャフト器具用の駆動装置の斜視図であって、器具のハウジン
グ部及び駆動ハウジングがないものである。
【図４】図３による駆動装置の平面図である。
【図５】図３による駆動装置の駆動列の幾何学的な原理概略図である。
【図６】図１による内視鏡シャフト器具用の駆動側のカルダン軸継手の構成要素を備えた
駆動ユニットの駆動モータの配置の斜視図である。
【図７】図３による駆動軸配置のカルダン軸継手の斜視図であって、軸受を無視したもの
である。
【図８】図３による駆動装置のカルダン軸継手の第２の実施形態による斜視図である。
【図９】図３による器具と駆動装置の駆動ユニットとの結合箇所の別形の斜視分解図であ
って、縮小した形のものである。
【図１０】図９の細部Ａである。
【図１１】図９の細部Ｂである。
【図１２】図９の細部Ｃである。
【図１３】図９の細部Ｄである。
【図１４】図１による駆動ユニットの駆動ハウジング内に収容される駆動軸である。
【図１５】図１４の断面図である。
【図１６】図３による駆動装置の概略図であって、作動ローラ、器具シャフトならびに器
具ヘッド、及び詳細なハウジング形態を無視した斜視図である。
【図１７】駆動ハウジングが器具ハウジングから分離された場合の、図１６による図であ
る。
【図１８】図１６の断面図である。
【図１９】図１７の断面図である。
【図２０】ロボットアームに配置された内視鏡シャフト器具用駆動装置の第２の実施形態
の斜視図である。
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【図２１】駆動装置のさらなる一実施形態の斜視図である。
【図２２】さらなる一実施形態による、手術ロボットのロボットアームに配置された内視
鏡シャフト器具の斜視図である。
【図２３】手術ロボットの第２のロボットアームに配置された内視鏡シャフト器具の斜視
図である。
【図２４】単孔手術の際の図３による駆動装置を備えた３つの内視鏡シャフト器具の平面
図の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１及び２に図示される内視鏡シャフト器具は、外科手術ロボットのロボットアーム２
における配置を想定されたものである（図２０，２２及び２３）。このシャフト器具は、
縦長で剛性の器具シャフト４を備えている。図１及び２においては、器具シャフト４は、
よりわかりやすくするためにほとんど完全に省略されているが、この器具シャフトは図２
１乃至２３に図示される内視鏡シャフト器具の器具シャフト４に対応している。器具シャ
フト４は中空シャフトである。図２１乃至２３に図示されるシャフト器具の場合と同様に
、図１及び２に図示されるシャフト器具の遠位シャフト端にも、湾曲運動部７とツール８
とを有する器具ヘッド６が配置されている。ツール８は、湾曲運動部７によって、器具シ
ャフト４に対して湾曲可能である。
【００２６】
　本例においては顎ツールであるツール８の湾曲の制御のために、６本の引張りケーブル
１０という形で引張り手段が設けられており、これらの引張りケーブルは器具シャフト４
を通って近位シャフト端に配置された器具ハウジング１２へと導かれている。器具シャフ
ト４の長手軸Ｘまわりの回転の制御のため、２つのさらなる引張り手段が引張りケーブル
１０の形で設けられており、これらの引張りケーブルは器具ハウジング１２内に配置され
ている。
【００２７】
　器具ハウジング１２に形成された、器具ハウジング１２のハウジング部１６によって覆
われた自由空間１４内では、引張りケーブル１０が対になって４つの作動ローラ１８に固
定されており、これらの引張りケーブルは予め、自由空間１４に回転可能に収容された偏
向ローラ２０で、器具シャフト４から作動ローラ１８の方向に偏向されている。作動ロー
ラ１８はハウジング軸２２の端部に固定されており、これらのハウジング軸は、器具ハウ
ジング１２の本体２４の、器具シャフト４の長手軸Ｘに平行に配置された板形状の部分を
貫通するとともに、本体２４のこの部分において軸受ブッシュ２６（図１４乃至１９）内
に回転可能に収容されている。本体２４においては、ハウジング軸２２が、器具シャフト
４の長手軸Ｘの方向で対になって、器具シャフト４の互いに反対の側に配置されている。
【００２８】
　ハウジング軸２２は完全に本体２４を貫通しているので、作動ローラ１８とは反対側の
ハウジング軸２２の端部は、自由空間１４とは反対側の本体２４の裏側に突出している。
本体２４の裏側に突出しているハウジング軸２２の端部は、フォーク形状に形成され、本
体２４に形成された円筒形の窪みに配置されているが、そのさらなる詳細については以下
で言及する。
【００２９】
　本体２４の裏側に突出している端部では、ハウジング軸２２は、駆動ユニット３２の駆
動軸３０と、繰り返し解除可能に駆動結合可能である。駆動ユニット３２の駆動ハウジン
グ３４内では、４つの駆動軸３０の各々が、図示しないギア手段を介して、駆動モータ３
６のモータ軸と運動連結されている。
【００３０】
　駆動結合された状態では、４つの駆動軸３０はいずれも器具シャフト４の長手軸Ｘに対
して垂直に配置されている。ハウジング軸２２は、内視鏡シャフト器具用駆動装置の図示
される実施形態のすべてにおいて、駆動軸３０に対して斜めに配置されている。
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【００３１】
　図１乃至５及び２０に図示される実施形態においては、ハウジング軸２２は、器具シャ
フト４から遠ざかる方向に斜めに設置されている。特にハウジング軸２２のこの配置及び
それによってもたらされる作動ローラ１８の配置は、自由空間１４が、器具シャフト４の
長手軸Ｘに対して垂直な平面内で、１２０°の角度で先端に向かって先細りになることを
可能にする。これに対応して、ハウジング部１６もまた、本体２４とは逆の端部分におい
て、器具シャフト４の長手軸Ｘに平行に延びる稜線３８に向かって尖っている。この稜線
３８のごく近くで、器具シャフト４は器具ハウジング１２の自由空間１４に通じている。
【００３２】
　このような器具ハウジング１２もしくはそのハウジング部１６及びハウジング軸２２の
斜めの配置の実施形態の利点は、図２０及び２４から明らかになる。図２４に図示される
ように、器具ハウジング１２を稜線３８に向かって１２０°の角度で尖らせることは、単
孔手術において３つのシャフト器具を同時に使用することを可能にする。なぜなら、これ
らの器具シャフト４が、互いにごく近接して配置され得るとともに、それによって唯一の
体開口部を介して患者の体内に導入され得るためである。図２からは、作動ローラ１８を
設置されたハウジング軸２２の配置及び配列によって、器具ハウジング１２内で、器具シ
ャフト４の長手軸Ｘの方向で対になって位置合わせされたハウジング軸２２の間に、器具
シャフト４の長手軸Ｘに平行に整列されたリニアガイドのための十分な空間が利用可能と
なることが明らかになる。リニアガイドのレール４０には、遠位端にトロカール４２が取
り付けられてもよく、器具シャフト４はこのトロカール４２を貫通している（図２２及び
２３）。
【００３３】
　ハウジング軸２２が器具シャフト４から遠ざかる方向に斜めに設置されている実施形態
のほかに、ハウジング軸２２を、器具シャフト４の長手方向の伸長に対して平行に配置さ
れた、駆動軸３０もしくはその長手軸Ｙが位置している平面内に、傾斜させて配置すると
いう可能性も生じる。ハウジング軸２２のこうした配置は、器具シャフト４を、図２１，
２２及び２３に図示されるように、器具シャフト４とロボットアーム２の遠位端部分の中
心軸もしくは駆動軸３０の長手軸Ｙとに囲まれた角度が９０°の角度でなくなるように器
具ハウジング１２に配置する可能性を生み出す。
【００３４】
　図２２及び図２３に図示される構成は、ロボットアーム２、器具ハウジング１２及び駆
動ユニット３２を締結する順序を示す。器具ハウジング１２は、繰り返し解除可能に、第
１の領域ではロボットアーム２に連結され、第２の領域では駆動ユニット３２に連結され
ている。ここで、駆動ユニット３２は専ら本体２４ならびにカルダン継手４４，４４’及
び閉鎖機構に支持されている（図１７乃至図１９）。
【００３５】
　器具ハウジング１２内に配置されたハウジング軸２２は、カルダン継手４４もしくは４
４’を介して駆動ユニット３２の駆動軸３０と駆動結合可能である。カルダン継手４４の
考え得る構造上の一実施形態が図７に図示されている。ここで、駆動軸３０の駆動モータ
３６とは反対の端部はフォーク形状に２つの端部分に分割されており、これらの端部分の
端部には転動体４６が形成されていて、その共通の中心軸は駆動軸３０の長手軸Ｙに垂直
に配置されている。駆動軸３０には揺動要素４８が配置されている。揺動要素４８は略環
状に形成されており、この揺動要素４８には正面に２つの互いに対向し転動体４６に対応
した形状を有する凹部５０が形成されていて、これらの凹部に転動体４６が係合する。両
凹部５０に形成されたアンダーカットによって、揺動要素４８は、形状嵌めで駆動軸３０
と結合され、転動体４６の中心軸により構成される旋回軸まわりに旋回可能である。既に
述べたように、駆動軸３０との駆動結合のために設けられたハウジング軸２２の端部も同
様にフォーク形状に２つの端部分に分割されており、これらの端部分の端部には転動体５
２が形成されていて、その共通の中心軸はハウジング軸２２の長手軸Ｙに垂直に配置され
ている。ハウジング軸２２の端部分に配置された転動体５２の受け入れのために、揺動要
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素４８には、凹部５０とは反対の正面に、凹部５０に対して９０°ずらされて２つの凹部
５４が形成されている。これらの凹部５４は、内側の端部領域においては転動体５２に対
応した形状を備えているが、凹部５４は、その正面側の開口部の方向に広がっている。
【００３６】
　図８には、本発明による駆動装置において使用可能なカルダン継手４４’のさらなる実
施例が図示されている。ここで、本体２４の自由空間１４とは反対の面に突き出たハウジ
ング軸２２の端部には球頭５６が形成されており、この球頭では円筒形の栓５８がハウジ
ング軸２２の長手方向の伸長に対して横向きに突き出している。駆動軸３０の自由端には
、駆動軸３０の長手方向に開いたブッシュ６０が配置されている。このブッシュ６０にハ
ウジング軸２２に配置された球頭５６が係合し、球頭５６に配置された栓５８が、ブッシ
ュ６０に形成された、ブッシュ６０の開いた端部から出発して駆動軸３０の長手方向に延
伸するガイド溝６２に通される。
【００３７】
　図９乃至１３からは、器具ハウジング１２内に収容されたハウジング軸２２が、器具ハ
ウジング１２が駆動ハウジング３４から分離された場合に、ばね要素によって、規定され
た回転位置に固定可能である実施形態が見て取れる。ここで、ハウジング軸２２の作動ロ
ーラ１８とは反対の端部には、カルダン継手４４’の一部を構成するブッシュ６０が配置
されている。このブッシュ６０の、ハウジング軸２２の長手方向で外側の端部には、径方
向に突き出た環状のカラー６２が形成されている。
【００３８】
　器具ハウジング１２の本体２４の自由空間１４とは反対の外側には、ばねセグメント板
６４が配置されている。ばねセグメント板６４は４つの円形の凹部６６を備え、それらの
位置及び大きさは、本体２４に形成された窪み２８に対応する。さらに、ばねセグメント
板では４つのＬ型の板ばね要素６８が切り抜かれており、それらの端部分はそれぞれ凹部
６６のうち１つの中に突出している。ばねセグメント板６４は、ばねセグメント板６４の
外側で本体２４に固定されているカバー板７０によって、器具ハウジング１２の本体２４
に保持されている。ばねセグメント板６４と同様、カバー板７０もまた、４つの円形の凹
部７２を備えており、それらの位置及び大きさは、本体２４に形成された窪み２８に対応
する。
【００３９】
　ハウジング軸２２に形成されたブッシュ６０は、本体２４に形成された窪み２８に係合
する。ここで、板ばね要素６８はブッシュ６０に形成されたカラー６２と接触し、それに
よって予負荷される。もっとも、ハウジング軸２２は、板ばね要素６８が弛緩し凹部７２
に係合するように、カラー６２に形成された凹部７２の位置がばねセグメント板６４の凹
部６６内に突出する板ばね要素６８の端部の位置と一致するように手動でねじられてもよ
い。これによって、ハウジング軸２２は、ねじれを防止されるとともに固定された位置で
保持される。
【００４０】
　駆動ハウジング３４から突出している駆動軸３０の端部には球頭５６が形成されており
、これらもまたカルダン継手４４’の一部を構成する。器具ハウジング１２と駆動ハウジ
ング３４との接合にあたっては、球頭５６がハウジング軸２２に形成されたブッシュ６０
に係合する。同時に、駆動ハウジング３４において駆動軸３０の軸方向に突き出したピン
７４が、カバー板７０の凹部７２の外縁に形成されそれぞれ板ばね要素６８の一領域を露
出させる凹部７６を通って係合する。これにより、板ばね要素６８がカラー６２に形成さ
れた凹部７７から押し出されるので、ハウジング軸２２は再び自由に回転可能となる。
【００４１】
　図１４及び１５は一実施形態を示すもので、この実施形態においては、駆動軸３０の自
由軸端にスリーブ７８が構成されており、このスリーブは弦巻ばね８０の形をしたばね要
素を介して駆動軸３０上に支持される。駆動軸３０に対するスリーブ７８のねじれを防止
するために、スリーブ７８には長手溝８２が形成されており、この長手溝に駆動軸３０に
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配置され放射状に配列されたピン８４が係合する。この実施形態において、器具ハウジン
グ１２と駆動ハウジング３４とが接合されると、カルダン継手４４の一部を構成するハウ
ジング軸２２の端部分が、このハウジング軸の端部分が揺動要素４８に形成された凹部に
係合することを要さずに、スリーブ７８に配置された揺動要素４８に接触する。スリーブ
７８は、弦巻ばね８０の予負荷によって、軸方向で器具ハウジングから遠ざかるように変
位される。駆動軸３０と運動連結された駆動モータ３６の始動によって、ハウジング軸２
２の端部分と揺動要素４８とが差し込み接続を構成可能な箇所に駆動軸３０の端部分が位
置し、スリーブ７８が揺動要素４８とともに弦巻ばね８０の弛緩によってハウジング軸２
２の方向に戻されるまで、駆動軸３０がハウジング軸２２に対してねじられる。
【００４２】
　図１６乃至１９からは、特別な一実施形態においては、駆動ハウジング３４の接合面に
２本のガイドピン８６が配置され、これらのガイドピンが器具ハウジング１２と駆動ハウ
ジング３４との接合にあたって器具ハウジング１２に形成された凹部８８に係合すること
が見て取れる。さらに、これらの図からは、器具ハウジング１２の本体２４に閉鎖ピン９
０が固定されており、この閉鎖ピンが、本体２４に形成され器具ハウジング１２と駆動ハ
ウジング３４との接合方向に延びる挿着孔に通されていることがわかる。器具ハウジング
１２と駆動ハウジング３４との接合にあたっては、本体２４の自由空間１４とは反対の面
に突き出した閉鎖ピン９０の端部分が、駆動ハウジング３４に形成された挿着孔９２に係
合する。駆動ハウジング３４には、挿着孔９２と交差するもう１つの挿着孔９４が形成さ
れている。挿着孔９４には、駆動ハウジング３４の外部に配置された作動ヘッド１００を
有するロックピン９６が、軸方向に変位可能に挿通され、閉鎖ピン９０に形成された環状
溝９８に係合する箇所へと変位可能である。これにより、駆動ハウジング３４と器具ハウ
ジング１２との結合が確保される。
【符号の説明】
【００４３】
２　ロボットアーム
４　器具シャフト
６　器具ヘッド
７　湾曲運動部
８　ツール
１０　引張りケーブル
１２　器具ハウジング
１４　自由空間
１６　ハウジング部
１８　作動ローラ
２０　偏向ローラ
２２　ハウジング軸
２４　本体
２６　軸受ブッシュ
２８　窪み
３０　駆動軸
３２　駆動ユニット
３４　駆動ハウジング
３６　駆動モータ
３８　稜線
４０　レール
４２　トロカール
４４，４４’　カルダン継手
４６　転動体
４８　揺動要素
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５０　凹部
５２　転動体
５４　凹部
５６　球頭
５８　栓
６０　ブッシュ
６２　カラー
６４　ばねセグメント板
６６　凹部
６８　板ばね要素
７０　カバー板
７２　凹部
７４　ピン
７６　凹部
７７　凹部
７８　スリーブ
８０　弦巻ばね
８２　長手溝
８４　ピン
８６　ガイドピン
８８　凹部
９０　閉鎖ピン
９２　挿着孔
９４　挿着孔
９６　ロックピン
９８　環状溝
１００　作動ヘッド
Ａ　細部
Ｂ　細部
Ｃ　細部
Ｄ　細部
Ｘ　長手軸
Ｙ　長手軸
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动装置具有驱动单元，该驱动单元具有至少一个驱动轴。壳体轴（22）
可以驱动地连接到所述驱动轴。至少一个壳体轴（22）定向成与驱动轴
（30）成一角度，并且驱动轴可以与其驱动连接。
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